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第  1 章 総則 

⚫ 第1.1条 名称 

本会は，⽇本⽐較⽣理⽣化学会若⼿の会という． 

⚫ 第1.2条 設⽴年⽉⽇ 

本会の設⽴年⽉⽇は平成 13 年  7 ⽉  2 ⽇とする． 

⚫ 第1.3条 規約施⾏⽇ 

本会則は平成 13 年  7 ⽉  2 ⽇より施⾏する． 

⚫ 第1.4条 ⽬的 

本会は，⽐較⽣理⽣化学および関連分野の学術研究を振興し，広範な⽣命現象の理解をはかるとともに，⽇本⽐較⽣理⽣化学

会における若⼿研究者の交流を⽬的とする． 

⚫ 第1.5条 事業 

本会は前条の⽬的を達成するために，次の事業を⾏う． 

学術講演会，研究会等の開催(参加者は若⼿の会の構成員に限らない)． 

その他前条の⽬的達成のための必要な事業． 

⚫ 第1.6条 所在地 

事務局は本会代表幹事の指定する場所に置く. 事務局の所在地は，本会の所在地と同一とする． 

現事務局：〒153-8902 東京都⽬黒区駒場3-8-1 東京⼤学 3号館3F 東京⼤学⼤学院総合文化研究科広域科学専攻広

域システム科学系土畑研究室.  

第  2 章 構成員 

⚫ 第2.1条 種類 

本会の会員は⽇本⽐較⽣理⽣化学会に所属する正会員でなければならない． 

年齢は特に制限しない． 

⚫ 第2.2条 ⼊会 

⼊会を希望する者は，⼊会の意思を役員に⽰した上で代表幹事の承認を受けるものとする． 

⚫ 第2.3条 退会 

会員が死亡したとき，退会届を出したとき, または第2.1条に定める資格を失ったときに資格を失う． 

第  3 章 役員 

⚫ 第3.1条 役職 

本会に本会構成員からなる次の役職を置く． 



代表幹事：代表幹事は本会を代表する．必ず1名を任命する． 

副代表幹事：代表幹事を補佐するとともに，緊急時には一時的に代表幹事として機能する． 

会計：本会の会計を担当する． 

書記：会議の⽇程調整，および会議等の議事録執筆を担当する． 

編集：⽇本⽐較⽣理⽣化学会誌の若⼿の会ページを編集する． 

Web担当：若⼿の会WebサイトやSNSの管理を担当する． 

庶務：名札の作成，備品の管理などの諸業務を⾏う． 

⚫ 第3.2条 役員組織 

役職を有する本会構成員を役員と定める． 

各役職の任期は原則2年を1会期とし，本会構成員は本会において同じ役職を連続して2期務めることはできない． 

なお，役員として活動可能な期間は原則3期までとする． 

また，全ての役員は1つの役職のみ引き受けることができる． 

代表幹事以外の役職は原則1名以下とし，候補者のいない役職が⽣じた場合，当該業務を他の役員が引き受けるものとする． 

さらに，候補者のいない役職がある場合には会期の途中で当該役職を担当する役員を追加することを可能とし，会期は変更しな

い． 

⚫ 第3.3条 役職の退任・引継ぎ 

役職の退任は任期満了，および代表幹事の提案に際して⾏われる． 

役員は退任に先⽴ち，幹事会においてすみやかに役職の選定を⾏い，各自は可能な限り業務内容を引き継がなければならない． 

第  4 章 会議 

⚫ 第4.1条 種類 

会議は総会および幹事会に分ける． 

会議を設ける際．代表幹事は役員全員にこれを通知しなければならない． 

原則．役員をもって構成するが，役員退任に先⽴った役職の選定時においてはこの限りではない． 

⚫ 第4.2条 総会の種類 

定期総会と臨時総会に分け，代表幹事が召集する． 

定期総会は毎年開催される⽇本⽐較⽣理⽣化学会⼤会前後研究会において，年に1度開催する． 

臨時総会は代表幹事が必要と認めたとき，および正会員の1/3以上から請求があったときに開催しなければならない． 

⚫ 第4.3条 総会の性格・議決 

総会は本会の議決機関である． 

総会の議決は出席者の過半数をもって決し， 賛否同数の場合は議⻑(代表幹事)の決するところによる． 

⚫ 第4.4条 幹事会 

代表幹事が必要と認めたときに開催し，代表幹事を中心に会務を運営する． 

第  5 章 会計 

⚫ 第5.1条 会計年度 

本会の会計年度は毎年1⽉1⽇に始まり12⽉31⽇に終わる． 

⚫ 第5.2条 収⼊ 

本会の経費は研究会参加費，その他の収⼊をもって充てる． 

⚫ 第5.3条 監査 

会計監査は会計がまとめた資料に対して，役員全員によって⾏う． 

毎年その年度の決算を監査し，⽇本⽐較⽣理⽣化学会の総会において報告する． 

また本会構成員からの申し⽴てがあれば，⽇本⽐較⽣理⽣化学会の総会においてこれを報告することができる． 



第  6 章 会則の変更 

⚫ 第  6.1 条 

本会則を変更するには，役員 2人以上の賛成を得た改正案につきこれを総会で審議し，決議を得なければならない． 

第  7 章 特例 

⚫ 2020年度は活動形式の⼤幅な変化があるため，構成員の条件から“本学会の会員であること”を除く． 


